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令和７年度建設マスター 顕彰基準１の目安について（舗装工） 
 
 
 

 標記について、「舗装工」については、ＣＣＵＳ能力評価基準が策定されてい

ないことから個別判断としておりますが、ＣＣＵＳ能力評価基準「機械土工」又

は「土工」レベル３相当以上の方（シルバー又はゴールドカード保持者、カード

を持っていない者にあってはレベル３又はレベル４を取得できる資格を保有して

いる者）及び登録基幹技能者（機械土工、土工）については、目安を満たしてい

るものと判断します。 
 また、ＣＣＵＳゴールドカード保持者及び登録基幹技能者の資格書類添付不要

の取り扱いについても準用します。 

 

 

 

 

 

 

＜本件問い合わせ先＞ 

                     国土交通省不動産・建設経済局建設振興課 

                 建設マスター事務局 

                         ℡ 03-5253-8111（代表） 

                  担当：岩舩（内線 24814） 

                     水本（内線 24844） 

  


